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        意見書案第３号    激甚化する自然災害及び新型コロナウイルスへの対応と地域の安全・安心を 
                                        確保するための社会資本整備の更なる推進を求める意見書

　■賛否の分かれた議案（採決順に掲載）　　　　　　　　　　　　　　　　○…賛成　×…反対

　■全会一致で可決、認定した議案

議 案 第 ８ ７ 号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について

議 案 第 ８ ８ 号 特別職に属する常勤の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議 案 第 ８ ９ 号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
の制定について

議 案 第 ９ ０ 号 加西市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

議 案 第 ９ １ 号 兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部変更について

議 案 第 ９ ２ 号 市道路線の認定について

議 案 第 ９ ４ 号 令和２年度加西市一般会計補正予算（第 10 号）について

議 案 第 ９ ５ 号 令和２年度加西市介護保険特別会計補正予算（第２号）について

議 案 第 ９ ６ 号 令和２年度加西市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について

議 案 第 ９ ７ 号 令和２年度加西市病院事業会計補正予算（第２号）について

委員会提出議案第２号 加西市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について

議 案 第 ９ ８ 号 加西市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例の制定について

意 見 書 案 第 ３ 号 激甚化する自然災害及び新型コロナウイルスへの対応と地域の安全・安心を確保する
ための社会資本整備の更なる推進を求める意見書

議 案 第 ９ ９ 号 令和２年度加西市一般会計補正予算（第 11 号）について

　第２８７回　令和 2年 12月定例会　議決結果一覧　　令和 2 年 11 月 30 日～ 12 月 22 日
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議決結果

議案第 93 号 
加西市立南部学校給食センター改築
工事請負変更契約の締結について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ 議
長

原案可決 
（賛 11、反 3）

意見書案第 4 号 
糀屋ダム付近の国有地の取り扱いに
慎重な対応を求める意見書

○ ○ × × × × × × ○ ○ ○ × × × 議
長

原案否決 
（賛 5、反 9）

  
意見書案 1 件を採択しました

1 2 月 定 例 会 で は 意 見 書 案 2 件 が 提 出 さ れ 、 審 議 の 結 果 、 1 件 を 採 択 し ま し た 。

令和 2 年 7 月豪雨では、九州地方など広範囲で災害が発生し、数多くの人命、財産が失われた。また、 
     新型コロナウイルス感染症による社会経済活動の停滞により、民間需要が大幅に落ち込むなど、地域

経済に大きな影響を与えている。 
    市民が安全な環境で暮らし、経済活動を維持継続していくために、社会資本の整備、さらには激甚化する自然
災害に対応した防災・減災対策とインフラの老朽化対策に集中的に取り組むことが必要であり、加えてコロナ禍
で落ち込む地域経済を回復させるうえで、民間投資を促し生産性向上に寄与する社会資本の整備は一層必要なも
のとなっている。 
    このようなことから、国においては地方の現状を十分に踏まえ、次の事項について特段の措置を講じていただ
きたい。

１　「防災・減災、国土強靭化のための 3 カ年緊急対策」に続き、長期に及ぶ大規模で抜本的な対策を行う事 
        業など対象事業の拡大も含めた 5 カ年計画を策定すると共に、必要な予算を安定的に別枠で確保すること。

２   避難に必要な道路橋梁等、社会基盤施設の機能を災害時にも確実に発揮させるためには、継続的な施設の 
        修繕・更新が不可欠であり、老朽化対策に必要な予算を安定的に別枠で確保すること。

３　安全・安心な生活の確保と定住人口の増加、地域活力の向上のための社会資本整備に必要な予算を十分に 
        確保するとともに、社会資本整備総合交付金等について、地域の実態に鑑み、予算を重点配分すること。

４　新型コロナウイルス感染症の流行で、大幅に停滞する地方の経済・雇用を下支えする公共事業を含めた追 
         加的な補正予算を措置すること。

要旨


